
 

 不妊治療（保険適用） フローチャート 

保険診療として実施した生殖補助医療のうち体外受精治療又は顕微授精治療及び男性不妊

治療のうち精巣内精子採取術を含む治療が対象。保険適用の治療と併せて行った先進治療

（保険適用外）は助成に含みません。 
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いいえ 

治療開始時の妻の年齢は、35歳未満ですか？ 

※事実婚関係にあって同一世帯でない場合

「事実婚に関する申立書」が必要です。 

 

助成対象外です。 

・高額療養費の申請をし、支給決定を受けて

から申請をしてください 

・付加給付がある場合は支給決定通知等を持

参してください。※不明な場合は保険組合に

担当が問い合わせをする場合があります 

 

はい 

住民登録をしている自治体へお問

い合わせください。 

市税は完納されていますか？ 

助成対象外です。 

市税を完納したら申請をして下さい。 

治療は保険適用で、かつマイナ保険証で 

治療を受けましたか？ 

2回目以降の助成は、対象外です。 

 

夫婦の一方もしくは双方ともに三郷市に住民

登録はありますか？ 

今回初めての治療ですか？（第 2 子目であっても

治療費の助成が初めてであれば助成対象となります） 

治療が終了してから、2年以内の申請ですか？ 

（治療終了日が令和8年 10月 1日であれば、申請は令和 

10年 10月1日まで可） 

はい 

助成対象外です。 

助成対象となります。（上限10万円、千円未満切捨て） 

こども家庭センター窓口まで、裏面のとおり書類を提出し申請してください。        

 

 

 

令和8年3月31日までに不妊治療を開始し

ていますか 
いいえ 

 

 

 

 

 

 

 

助成対象外です。 

はい 

いいえ 

はい 

令和８年 4月 1日

から 

はい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○審査の結果、助成金の交付が決定したかたには「三郷市不妊治療費助成金交付決定通知書」

をお送りいたします。 

○助成金の振込には、申請から 1 ヶ月～1 ヶ月半程度かかりますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

 

下記の書類を提出してください。 

①三郷市不妊治療費助成金交付申請書 

②三郷市不妊治療実施証明書（医療機関が記入） 

③事実婚関係に関する申立書（法律上の婚姻関係になく、同一世帯でない場合） 

④医療機関が発行する不妊治療費の領収書の原本 

⑤高額療養費受給が証明できるもの（限度額適用認定証や受給決定通知書等） 

 ※マイナ保険証で治療した場合は不要 

⑥付加給付がある場合は支給決定通知等 

 ※不明な場合は、保険組合に担当が問い合わせをする場合があります 

⑦本人確認書類（運転免許証やマイナンバーカード、パスポート等） 

⑧振込を希望する金融機関の口座名義及び口座番号の分かるもの 

 

※①②③は、こども家庭センター窓口、三郷市ホームページに様式あり。 

 

三郷市こども家庭センター ☎048-930-7827 

 


